
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
事
務

の
目
的
が
当
該
事
務
が
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
別
表
事
務
と
同
一
で
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三

十
条
の
十
二
の
二
第
一
項
関
係
）

二

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
準
法
定
事
務
処
理
者
又
は
都
道
府
県
知
事
か

ら
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処
理
者
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
三
十
条
の
十
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

（一）

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法

（二）
三

法
第
三
十
条
の
四
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
の
記
載
等
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
二
の
三
関
係
）

戸
籍
の
附
票
の
記
載
を
行
っ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
記
載
を
行
っ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

（一）



戸
籍
の
附
票
の
消
除
を
行
っ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
消
除
を
行
っ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

（二）

法
第
十
七
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
の
記
載
の
修
正

（三）
を
行
っ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
記
載
の
修
正
を
行
っ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日

法
第
十
七
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
記
載
の
修
正
を
行
っ
た
場
合

戸
籍
の
附
票
の
記
載
の
修
正
を
行

（四）
っ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
戸
籍
の
附
票
の
記
載
の
修
正
前
に
記
載
さ
れ
て
い
た
住
民
票
コ
ー
ド
（
当
該
戸

籍
の
附
票
に
住
民
票
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

四

機
構
又
は
都
道
府
県
に
お
け
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
次
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
二
の
四

及
び
第
三
十
条
の
十
二
の
五
関
係
）

戸
籍
の
附
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本

（一）
人
確
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す

る
日戸

籍
の
附
票
の
消
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通

(二)



知
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

五

機
構
か
ら
国
の
機
関
等
、
都
道
府
県
知
事
等
、
市
町
村
等
若
し
く
は
準
法
定
事
務
処
理
者
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
都

道
府
県
知
事
以
外
の
当
該
都
道
府
県
の
執
行
機
関
若
し
く
は
都
道
府
県
準
法
定
事
務
処
理
者
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の

提
供
は
、
戸
籍
の
附
票
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
も
の
等
を
除
き
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
十
二
の
六
か
ら
第
三
十
条
の
十
二
の
十
三
関
係
）

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
附
票
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

（一）

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
附
票
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法

（二）
六

市
町
村
に
お
け
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
保
存
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
附
票
本
人
確
認
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
附

票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
の
日
か
ら
次
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
第
三
項
関
係
）

戸
籍
の
附
票
の
記
載
又
は
記
載
の
修
正
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
し
た
附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確

（一）
認
情
報
に
係
る
者
に
係
る
新
た
な
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日

戸
籍
の
附
票
の
消
除
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
附
票
本
人
確
認
情
報

当
該
附
票
本
人
確
認
情
報
の
通
知

(二)
の
日
か
ら
起
算
し
て
百
五
十
年
を
経
過
す
る
日



第
二

そ
の
他

一

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


